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2024 年 12 月 2 日 

No. IMY_006 

オムニバス法の一部を憲法違反とする判決について 

執筆者：弁護士 宮西 啓介 
 
インドネシアの労働関連の法律は労働法によって規定されている。しかし、その多くの部分は、雇

用創出に関する 2020 年法律第 11 号（通称「オムニバス法）により変更されている。 

オムニバス法は、2020 年 11 月 2 日に公布、施行された法律である。オムニバス法は、憲法裁判

所で違憲判断がされることもあり、複数回改正されている。 

今回、そのオムニバス法について、またしても違憲判断がされることになった。 

憲法裁判所は、2024 年 10 月 31 日、オムニバス法の一部について、違憲無効とする判決を下した。 

この判決は、インドネシアの労働組合等からの、労働者の権利強化を求める申請（事件番号：

168/PUU-XXI/2023）に端を発するものである。 

本判決で示された点は要旨、次のとおりである。 

・ 人事採用の際にインドネシア人労働者を外国人労働者よりも優先すること。 
・ 有期雇用契約の上限期間が 5 年間であること、有期雇用契約をインドネシア語とラテンアルファ

ベットで構成された書面で締結しなければならないこと。 
・ 労働大臣に対し、いかなる業務がアウトソーシングの対象となるか指定するよう要求。 
・ 週 6 日勤務の場合は週休 1 日、週 5 日勤務の場合は週休 2 日であることを明記。 
・ 現在の労働法規定を本判決に即して修正すること。 
・ 会社の破産時や精算時には、従業員の給与は担保権を有する債権者を除くすべての債権者に優先

すること。 
・ 使用者と労働者との間で紛争が生じた場合は、使用者と労働者は、労働裁判所の判決が出るまで

の間、労働契約上の義務を果たさなければならないこと。 
・ 使用者は、労働者との協議を尽くした後で、労働裁判所の判決を得て初めて従業員を解雇するこ

とができ、それまでの間、給与を支払わなければならないこと。 

この憲法裁判所の判決は、オムニバス法のうち、従業員にとって不利ないくつかの規定を修正す

るものである。 

このうち、特に留意しなければならないのは、労働者の解雇に労働裁判所の判決を必要とする点

と、解雇するまでの間、給与を支払わなければならないとする点である。 
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また、憲法裁判所は、立法者に対し、速やかに新しい労働法を策定し、現在の労働法から関連規程

を削除することを求めている。 

そのため、本判決の内容に沿った新たな労働法規定の策定が想定される。その際には、本判決では

抽象的な内容にとどまるものであった、人事採用の際にインドネシア人労働者を外国人労働者より

も優先させなければならないとする規定の具体的な内容も記載されるものと思われる。 

本判決は、厚く保護されているといえる労働者の権利をさらに強くするものである。インドネシ

アの企業には、法律違反にならないよう、本判決の内容や本判決を受けてのオムニバス法の改正を

注視するが求められる。 
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要を記載したものです。このニューズレターに記載されている意見は著者個人の意見であり、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
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